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資
源
ご
み
に
つ
い
て
は
、
３

町
（
佐
呂
間
町
・
遠
軽
町
・
湧

別
町
）
の
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ

ー
で
処
理
し
て
い
ま
す
が
、
佐

呂
間
町
か
ら
の
資
源
ご
み
で
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
キ
ャ
ッ
プ
を

付
け
た
ま
ま
分
別
せ
ず
に
出
さ

れ
て
い
る
と
の
指
摘
を
受
け
て

い
ま
す
。

　

家
庭
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

職
場
や
外
出
先
な
ど
で
ご
み
を

出
す
際
に
も
、
き
ち
ん
と
分
別

す
る
よ
う
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　12 月 31 日から１月５日まで、ごみ

収集及び知来ごみ処理場が休みになり

ます。健康カレンダーでは、ごみ収集・

処理場は４日まで休みになっています

が、正しくは５日までです。

　また、12月・1月のごみの出す日の

確認は、健康カレンダー 12 月の表で

確認してください。

■ 年末のごみ収集

町民課 生活環境係

℡２・１２１３

　

11
月
１
日
よ
り
、
佐
呂
間
町

営
ス
キ
ー
場
の
業
務
委
託
者
が

変
わ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
伴
い
、
地
方
自
治
法

施
行
令
及
び
佐
呂
間
町
財
務
規

則
の
規
定
に
よ
り
、
佐
呂
間
町

営
ス
キ
ー
場
リ
フ
ト
使
用
料
の

徴
収
・
収
納
事
務
等
を
委
託
し

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
委
託
者
の
住
所
・
氏
名　
　

佐
呂
間
町
字
西
富
66
番
地
の
41

　

市
村　

和
弘
さ
ん

佐
呂
間
町
字
西
富
63
番
地
の
２

　

十
亀　

利
昭
さ
ん

佐
呂
間
町
営
ス
キ
ー

場
の
業
務
委
託
者
が

変
わ
り
ま
し
た

　

12
月
は
、
平
成
21
年
度
課
税

の
町
道
民
税
（
個
人
）
と
国
民

健
康
保
険
税
の
最
終
納
期
限
の

月
で
す
。

　
〝
完
納
〞
を
お
忘
れ
な
く
!!

　

な
お
、
固
定
資
産
税
と
軽
自

動
車
税
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

最
終
納
期
限
が
経
過
し
て
い
ま

す
。
納
付
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

滞
納
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

年
末
ま
で
に
完
納
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

町
税
の
納
付
は
、
年

末
ま
で
に
〝
完
納
〞

を
お
願
い
し
ま
す
!!

燃やすごみ

佐呂間市街・西富・北・東

燃やすごみ

佐呂間市街・

西富・北・東

燃やすごみ

栄地区・若佐地区・

若里・富武士・若

佐市街

燃やすごみ

仁倉・知来・浜佐

呂間・幌岩・浪速

その他プラ類

中地区

燃やすごみ

佐呂間市街・西富・

北・東・若佐市街

燃やさないごみ

佐呂間市街・西富・

北・東

その他プラ類

下地区

燃やすごみ

仁倉・知来・浜佐

呂間・幌岩・浪速

その他プラ類

上地区

燃やすごみ

栄地区・若佐地区・

若里・富武士・若

佐市街

燃やさないごみ

仁倉・知来・浜佐

呂間・幌岩・浪速

ペットボトルは
キャップを外して
分別 !!
キャップは
『その他プラ』

　

12
月
１
日
（
火
）
は
世
界
エ

イ
ズ
デ
ー
で
す
。
エ
イ
ズ
は
Ｈ

Ｉ
Ｖ
（
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

ス
）
の
感
染
に
よ
っ
て
発
病
し

ま
す
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
ほ
と
ん

ど
は
性
的
接
触
が
原
因
で
す
。

日
常
生
活
で
感
染
す
る
心
配
は

Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査

（
エ
イ
ズ
検
査
）
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

あ
り
ま
せ
ん
。

　

感
染
が
心
配
な
方
は
ち
ょ
っ

と
勇
気
を
だ
し
て
保
健
所
で
検

査
を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
？
検

査
は
匿
名
、
無
料
で
受
け
ら
れ

ま
す
。
日
程
、
時
間
な
ど
詳
し

く
は
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

紋
別
保
健
所
エ
イ
ズ
相
談
専

　

用
電
話

　

０
１
５
８
・
24
・
１
９
２
６

燃やさないごみ

栄地区・若佐地区・

若里・富武士・若

佐市街
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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
に
土
地
、
家
屋
、
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に

課
税
さ
れ
る
町
税
で
す
。

　

家
屋（
住
宅
・
倉
庫
等
の
建
物
）

に
異
動
（
新
築
・
売
買
・
贈
与
・

相
続
・
取
り
壊
し
等
）
が
あ
っ

て
も
、
届
出
が
な
け
れ
ば
固
定

資
産
課
税
台
帳
を
更
新
す
る
こ

家
屋
に
異
動
が
あ
っ
た

時
は
届
出
を
忘
れ
ず
に

役場庁舎 /支所 / 出張所

12 月 31 日～ 1月 5日

町民センター

12 月 29 日～ 1月 5日

図書館

12 月 29 日～ 1月 5日

体育館

12 月 29 日～ 1月 5日

老人福祉センター

12 月 31 日～ 1月 5日

屋内ゲートボール場

12 月 29 日～ 1月 5日

武道館・温水プール

12 月 30 日～ 1月 6日

町営スキー場

12 月 31 日～ 1月 1日

佐呂間コミセン /栄地域交流センター

若佐コミセン /浜佐呂間活性化センター

12 月 30 日～ 1月 5日

若佐歯科診療所

12 月 30 日～ 1月 5日

児童館

12 月 30 日～ 1月 5日

在宅介護支援センター

12 月 31 日～ 1月 5日

佐呂間保育所 /若佐保育所 /浜佐呂間保育所

12 月 31 日～ 1月 5日

地場産品開発研究センター

12 月 29 日～ 1月 5日

町営バス

12 月 31 日（第 5便のみ運休）

1月 1日、2日（全便運休）

1月 3日（第 1便・第 5便運休）

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

　
「
北
海
道
総
合
振
興
局
及
び
振

興
局
の
設
置
に
関
す
る
条
例
」

の
施
行
に
伴
い
、「
北
海
道
網
走

支
庁
」
の
名
称
が
、
平
成
22
年

４
月
１
日
か
ら
「
北
海
道
オ
ホ

ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
」
に
変
わ

り
ま
す
。

　

総
合
振
興
局
が
担
う
「
広
域

事
務
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ

い
て
は
、
市
町
村
の
意
見
を
伺

い
な
が
ら
別
に
定
め
ま
す
。（
網

走
支
庁
は
広
域
事
務
の
移
行
対

象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

な
お
、
所
在
地
や
電
話
番
号

は
現
行
ど
お
り
で
す
。

　

条
例
の
内
容
や
支
庁
制
度
改

革
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http:// w
w
w
.pref.hokkaido.

lg
.jp
/ss/c

k
s/sh

ic
h
o
u
/

shichoutop.htm

■
条
例
の
主
な
内
容

①
名
称
の
変
更

　

道
の
総
合
出
先
機
関
で
あ
る

　

14
の
「
支
庁
」
が
、
９
つ
の

　
「
総
合
振
興
局
」と
５
つ
の「
振

「
網
走
支
庁
」
が
、「
オ

ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興

局
」
に
！

平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら

と
が
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
元
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
た
り
、
課

税
漏
れ
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

家
屋
に
異
動
が
あ
っ
た
時
に

は
、
早
め
に
役
場 

企
画
財
政
課

資
産
税
係
（
℡
２
・
１
２
１
４
）

ま
で
届
出
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

　

平
成
22
年
１
月
８
日
ま
で

「
自
衛
隊
高
等
工
科

学
校
生
徒
」
採
用
試

験
の
お
知
ら
せ

　

興
局
」
に
な
り
ま
す
。

■
試
験
期
日

　

平
成
22
年
１
月
23
日

■
試
験
会
場

　

遠
軽
町
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
予

　

定
し
て
い
ま
す
。

■
応
募
資
格

　

平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
15

　
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子
で

　

中
学
校
卒
業
者
（
平
成
22
年

　

３
月
に
中
学
校
卒
業
見
込
み

　

を
含
む
。）

■
待

遇

　

採
用
と
と
も
に
「
特
別
職
国

　

家
公
務
員
（
生
徒
）」

　

※
自
衛
官
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
生
徒
手
当

　

月
額
９
４
、９
０
０
円

〇
期
末
手
当

　

年
２
回
（
６
月
・
12
月
）

〇
休
日
・
休
暇

　

週
休
２
日
制
、
祝
日
、
年
末

　

年
始
及
び
夏
季
休
暇
、
年
次

　

休
暇

■
お
問
い
合
わ
せ

〇
自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部

　

遠
軽
地
域
事
務
所

　

℡
０
１
５
８
・
42
・
６
６
１
６

〇
役
場 

町
民
課 

住
民
活
動
係

　

℡
２
・
１
２
１
３
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世
帯
内
の
同
じ
医
療
保
険
の

加
入
者
の
方
に
つ
い
て
、「
お
医

者
さ
ん
に
か
か
っ
た
と
き
の
自

己
負
担
額
」
と
「
介
護
保
険
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
の

利
用
者
限
度
額
」
の
１
年
分
の

自
己
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額 保

健
福
祉
課 

医
療
保
険
係
／
介
護
保
険
係

　

℡
２
・
１
２
１
２

加入している保険 申請方法

佐呂間町の国民健康保険・後
期高齢者医療制度に加入の方

佐呂間町役場保険福祉課医
療保険係

上記以外の保険に加入の方

役場保険福祉課介護保険係
から介護保険の自己負担額
証明書の交付を受け、加入
している医療保険に申請。

※支給の対象となる方へは、1月以降
　に申請案内をお送りする予定です。

※平成 20年 4月から平成 21 年 7月までの間に町外から転

　入された方や、佐呂間町国保以外の医療保険に加入してい

　た期間がある場合は、以前の医療保険や介護保険での自己

　負担額証明書が必要です。

　7月 31 日（基準日）に加入している医療保険によって手

続きの仕方が違います。

※通常、毎年 8月１日からその翌年の 7月 31 日

　までの医療保険と介護保険の自己負担額の合計

　をもとに計算します。なお、制度初年度に限り、

　平成 20年 4月から平成 21年 7月までの 16　

　か月間の合計で計算します。その場合の基準額

　は、表中右側の（　）内の金額です。

※支給額が、500 円未満の場合は支給されません。

※所得区分は、毎年 7月 31 日現在の窓口負担割

　合が適用されます。

区　分

自己負担額の合計
（医療＋介護）の基準額

後期高齢者医療制度
に加入の方
70歳以上の方

70歳未満の方

現役並み所得者 67万円（89万円） 126 万円（168 万円）

一　般 56万円（75万円） 67万円（89万円）

町民税非課税世帯

区分Ⅱ 31万円（41万円）
34万円（45万円）

区分Ⅰ 19万円（25万円）

夫婦ともに後期高齢者医療制度

に加入（世帯全員が町道民税非

課税「区分Ⅱ」の場合。）

が
、
こ
の
制
度
の
基
準
を
超
え

る
と
、
超
え
た
分
が
申
請
に
よ

り
支
給
さ
れ
ま
す
。
支
給
額
は
、

医
療
保
険
と
介
護
保
険
で
支
払

っ
た
自
己
負
担
限
度
額
の
割
合

に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険

者
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

　医療保険上の世帯を単位として、医療及び介護

の両制度ともに自己負担額がある世帯が対象とな

ります。住民票上の世帯が同じでも、医療保険が

異なれば別世帯として計算します。

　後期高齢者医療制度、被用者保険（※）及び介

護保険については被保険者ごとに支給されます

が、国民健康保険については、世帯主に支給され

ます。（医療費助成を受けている場合は、支給す

る額の調整を行うこともあります）

※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保

　険や組合管掌健康保険など、いわゆるサラリー

　マンの健康保険のことです。市町村の国民健康

　保険や国民健康保険組合は含まれません。
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網
走
支
庁
で
は
、
12
月
、
３

月
を
「
滞
納
処
分
強
化
月
間
」

と
し
て
、
道
税
の
滞
納
整
理
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

12
月
は
、
自
動
車
税
、
個
人

事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
な

ど
の
道
税
す
べ
て
に
つ
い
て
滞

納
整
理
を
進
め
る
こ
と
と
し
て

お
り
、
給
与
・
預
貯
金
・
動
産
・

自
動
車
な
ど
の
差
押
え
を
行
い

ま
す
。 12

月
は
、
道
税
の
滞
納

処
分
強
化
月
間
で
す

　

ま
だ
、
納
税
が
お
済
み
で
な

い
方
は
、
大
至
急
納
税
し
て
く

だ
さ
い
。
納
税
に
は
、
手
続
が

簡
単
で
便
利
な
口
座
振
替
が
ご

利
用
で
き
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

網
走
支
庁 

北
見
道
税
事
務
所

　

納
税
課

　

℡
０
１
５
７
・
25
・
８
６
８
１

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
利
用
く

　

だ
さ
い
。

　

道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.pref.

　

hokkaido.jp/sm
/zim

　初冬を迎え、これからは降雪に伴い除雪作業

が本格的に行われるシーズンになります。降雪

時には、一刻も早く地域の交通を確保するため、

限られた車両の中で除雪作業を行いますが、住

民の皆さんの協力が重要になります。地域の交

通を早期に回復するため、次の事に注意くださ

いますようお願いします。

　

ご
自
宅
の
排
雪
に
利
用
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
主
な
雪
捨
て
場
を

指
定
し
ま
し
た
の
で
、
排
雪
時
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
排
雪

時
に
は
、
ご
み
等
の
混
入
が
な
い

よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

路上駐車はしない

放置車両があると、その箇所の除雪ができな

くなり交通渋滞や事故の原因にもなります。

路上や歩道に物を放置しない

雪の下に埋まり、見えなくなると事故の原因

になります。

歩道・車道に雪を出さない

「わだち」ができて交通の障害や事故の原因

になります。

玄関前の雪は各家庭で

道路へ出るまでの間口の確保は、各家庭でお

願いします。

佐呂間市街

若佐市街

浜佐呂間市街

　

預
金
保
険
制
度
と
は
、
金
融

機
関
が
破
た
ん
し
た
場
合
に
、

一
定
額
の
預
金
等
を
保
護
す
る

た
め
の
保
険
制
度
で
す
。

　

預
金
取
扱
金
融
機
関
が
破
た

ん
し
た
場
合
は
、「
無
利
息
・
要

求
払
い
・
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
で
き
る
こ
と
」
と
い
う
３
要

件
を
備
え
た
決
済
用
預
金
が
全

額
保
護
と
な
る
ほ
か
、
そ
の
他

の
預
金
保
険
対
象
預
金
（
利
息

預
金
保
険
制
度
の
お

知
ら
せ

の
つ
く
普
通
預
金
や
定
期
預
金
）

は
定
額
（
１
０
０
０
万
円
ま
で

の
元
本
と
そ
の
利
息
）
保
護
さ

れ
ま
す
。

　

制
度
概
要
に
つ
い
て
は
、
金

融
庁
及
び
預
金
保
険
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

預
金
保
険
制
度
に
か
か
る
資
料

を
ご
希
望
の
方
は
、
北
海
道
財

務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〇
金
融
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.fsa.go,jp/

　

policy/payoff/index.htm
l

〇
北
海
道
財
務
局 

総
務
部 

財
政

　

広
報
相
談
官

　

℡
０
１
１
・
７
０
９
・
２
３
１
１

入
場
無
料

■
日
時　

12
月
12
日
（
土
）

　
　
　
　

午
後
５
時 

開
場

■
場
所　

興
部
町
総
合
セ
ン
タ
ー

■
お
問
い
合
わ
せ

　

遠
軽
自
衛
隊
広
報
班

　

℡
０
１
５
８
・
４
２
・
５
２
７
５

遠
軽
自
衛
隊 

第
11
回

定
期
演
奏
会
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11
月
20
日
現
在
の
町
営
住
宅

の
空
家
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
入
居
申
込
・
入
居
資
格
等
、

詳
し
く
は
、建
設
課
管
理
係
（
℡

２
・
１
２
１
０
）
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
宮
前
団
地

　

２
階
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
１
階
）
１
戸

　

２
１
、６
０
０
円
〜　
　

■
西
富
団
地

　

２
階
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
２
階
、１
階
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

各
１
戸

　
　
　

１
４
、５
０
０
円
〜　
　

　

２
階
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
１
階
）
１
戸

　
　
　

１
５
、６
０
０
円
〜　
　

　

２
階
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
１
階
）
１
戸

　
　
　

１
５
、８
０
０
円
〜

　

２
階
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
２
階
）
１
戸

　
　
　

２
２
、２
０
０
円
〜

　

２
階
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
２
階
）
１
戸

　
　
　

１
４
、８
０
０
円
〜

■
若
里
団
地

　

１
階
３
Ｄ
Ｋ　

１
戸

　

９
、１
０
０
円
〜　

※

■
栄
団
地

　

２
階
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
１
階
）
２
戸

　

１
５
、３
０
０
円
〜　

※

※
印
は
、
60
歳
未
満
で
も
単
身
入
居
が

可
能
な
住
宅
で
す
。

町
営
住
宅
空
家
状
況

　

佐
呂
間
町
は
寒
さ
が
大
変
厳

し
く
、
12
月
か
ら
３
月
に
か
け

て
水
道
凍
結
が
多
く
な
り
ま
す
。

冬
期
間
に
家
を
留
守
に
す
る
際
、

ま
た
は
、
水
道
凍
結
の
恐
れ
が

あ
る
場
合
は
、
水
を
落
と
す
習

慣
を
つ
け
、
凍
結
を
防
ぐ
よ
う

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

水
道
の
落
と
し
方

①
水
抜
き
方
法

　

給
水
栓
Ａ
と
Ｂ
の
バ
ル
ブ
を

　

開
放
し
な
が
ら
水
抜
き
栓
の

　

ハ
ン
ド
ル
を
「
閉
め
る
」
の

　

方
向
に
閉
め
る
。

②
水
抜
き
の
確
認

　

水
抜
き
の
操
作
の
す
ぐ
後
に

　

給
水
栓
Ｂ
に
指
先
を
あ
て
、　

　

空
気
を
吸
っ
て
い
る
状
態
が

　

よ
い
。

③
凍
結
防
止

　

換
気
口
を
完
全
に
閉
じ
、
床

　

下
に
冷
た
い
空
気
が
入
ら
な

　

い
よ
う
に
す
る
。

水
道
が
凍
っ
て
出
な
い
と
き

①
給
水
栓
Ａ
に
タ
オ
ル
を
巻
き
、

　

そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を
か

　

け
、
次
に
熱
湯
を
か
け
る
。

　

特
に
床
下
の
立
上
が
り
管
に

　

も
か
け
る
。（
ド
ラ
イ
ヤ
ー
で

　

も
効
果
的
で
す
。）

②
水
抜
き
栓
の
ハ
ン
ド
ル
が
固

　

い
と
き
は
①
と
同
じ
方
法
で

　

水
抜
き
栓
に
も
湯
を
か
け
る
。

ト
イ
レ
（
ロ
ー
タ
ン
ク
）
の
水

抜
き
方
法

①
ト
イ
レ
の
水
抜
き
栓
Ｃ
を「
閉

　

め
る
」
の
方
向
に
閉
め
る
。

②
ロ
ー
タ
ン
ク
レ
バ
ー
Ｄ
を
水

　

経
済
産
業
省
で
は
、
工
業
統

計
調
査
を
平
成
21
年
12
月
31
日

現
在
で
実
施
し
ま
す
。

　

工
業
統
計
調
査
は
、
製
造
業

を
営
む
事
業
所
を
対
象
と
し
て
、

そ
の
活
動
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
明
治

42
年
に
始
ま
り
、
百
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。

　

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公

共
団
体
の
行
政
施
策
の
重
要
な

基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る

と
と
も
に
、
企
業
、
大
学
な
ど

で
の
研
究
資
料
、
小
・
中
・
高

等
学
校
の
教
材
な
ど
、
広
く
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
か
ら
提
出
し
て
い
た

だ
い
た
調
査
票
に
つ
い
て
は
、

統
計
法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

正
確
な
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

役
場 

企
画
財
政
課 

計
画
係　

　

℡
２
・
１
２
１
４

工
業
統
計
調
査
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

製
造
事
業
所
の
み
な
さ

ん
へ

建設課 生活環境係

℡２・１２１３

　

抜
き
に
回
し
（
な
い
と
き
は

　

大
便
を
流
す
操
作
を
２
〜
３

　

回
行
う
）
タ
ン
ク
内
の
水
を

　

抜
く
。

③
便
器
内
の
ト
ラ
ッ
プ
が
凍
結

　

し
な
い
よ
う
に
パ
ネ
ル
ヒ
ー

　

タ
ー
な
ど
で
保
温
す
る
。

凍
結
が
直
ら
な
い
と
き
に
は

　

町
内
の
給
水
装
置
工
事
指
定

業
者
に
直
接
、
修
理
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

三
協
工
業
㈱　

℡
２
・
３
８
２
１

　

谷
口
住
設　

℡
２
・
２
１
９
６

垂
水
設
備　
　

℡
２
・
２
２
８
７

　

ユ
モ
ト　
　

℡
２
・
３
６
４
３

山
内
住
設　
　

℡
２
・
８
６
４
４
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財
務
省
北
海
道
財
務
局
と
北

海
道
網
走
支
庁
と
の
共
催
に
よ

り
、
多
重
債
務
に
か
か
る
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
事
前

に
電
話
で
ご
予
約
の
う
え
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
専

門
相
談
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
費
用
は
無
料
。
秘
密
は
厳

守
い
た
し
ま
す
。）

■
日　

時

〇
12
月
14
日
（
月
）

多
重
債
務
巡
回
相
談

（
無
料
）
の
お
知
ら
せ

　

午
後
２
時 

〜 

午
後
５
時

〇
12
月
15
日
（
火
）

　

午
前
９
時 

〜 

午
後
５
時

〇
12
月
16
日
（
水
）

　

午
前
９
時 

〜 

正
午

■
会　

場

　

北
海
道 

網
走
支
庁
庁
舎
内 

４

　

階
会
議
室
（
網
走
市
北
７
条 

　

西
３
丁
目
）

■
ご
予
約
／
お
問
い
合
わ
せ

　

財
務
省 

北
海
道
財
務
局 

多
重

　

債
務
者
相
談
窓
口

　

℡
０
１
１
・
８
０
７
・
５
１
４
４

　

℡
０
１
１
・
８
０
７
・
５
１
４
５

社会保険庁が廃止され、
新たに「日本年金機構」がスタートします。

　現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに

　「年金事務所」と名称が変わりますが、年金

　相談などの窓口として引き続きご利用いただ

　けます。また、「年金事務所」は、現在ある

　社会保険事務所の建物をそのまま使用します

　ので、所在地に変更はありません。

　日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保

　険庁や社会保険事務所の名義でご案内してい

　た各種の関係書類は、内容により、今後は厚

　生労働省または日本年金機構の名義でご案内

　させていただくことになりますが、国民の皆

　様方に何らかの手続をしていただくことは一

　切ございませんので、ご安心ください。

　日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の

　運営業務を引き継いで行うこととなりますが

　公的年金制度は、国の制度として、その財政

　や運営に国が引き続き責任を持つことについ

　ては、これまでと変わりません。

　国民の皆様の信頼に応え、一層のサービ

ス向上の実現を目指し、社会保険庁は組織・

人員を一新し、「日本年金機構」として生

まれ変わります。

12/10 → 16

　平成 18 年 6 月に「拉致問題その他北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処に関する法律」が施

行され、国及び地方公共団体の責務等が定められ

るとともに、毎年 12 月 10 日から 16 日までを「北

朝鮮人権侵害問題啓発週間」とされています。

　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に

住
所
の
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
し
、

基
礎
年
金
の
給
付
に
必
要
な
費

用
を
公
平
に
負
担
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

も
し
、
あ
な
た
が
国
民
年
金

の
保
険
料
を
未
納
に
し
て
い
た

町
民
課 

戸
籍
年
金
係

℡
２
・
１
２
１
３

国
民
年
金
保
険
料
は

毎
月
き
ち
ん
と
納
め
ま

し
ょ
う

場
合
、
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
で
き
る
年
齢
に
な
っ
た

と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
年
金
を

受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
受

け
ら
れ
た
と
し
て
も
未
納
の
期

間
に
応
じ
て
受
給
額
が
減
額
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
老
齢
基
礎
年
金
以
外

に
も
国
民
年
金
か
ら
支
給
さ
れ

る
年
金
と
し
て
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
年
金
を
受

給
す
る
た
め
に
も
年
金
保
険
料

の
納
付
に
関
す
る
要
件
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
保
険
料
を
未
納
に

し
て
い
る
と
病
気
や
ケ
ガ
な
ど

に
よ
り
障
害
の
状
態
と
な
っ
た

と
き
や
、
一
家
の
働
き
手
が
不

幸
に
し
て
亡
く
な
っ
た
場
合
な

ど
の
皆
さ
ん
の
生
活
が
脅
か
さ

れ
る
万
が
一
の
事
態
が
発
生
し

た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ

う
に
、
毎
月
き
ち
ん
と
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。


